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県 注　意　事　項

受　付 審　査

交付決定

※変更がある場合のみ

受　付 審　査

　①交付決定された補助金額が変わる場合

　②事業完了日までに施工が完了しない場合

変更決定 　③施工業者が変更になる場合

　④その他

受　付

審　査

受　付 審　査

額の確定

●補助金交付決定通知書を交付した日から、補

助金交付決定通知書に記載の「事業完了日」ま

での間に内装の施工を完了してください。

●「事業完了日」までに施工を完了できないこと

がわかったときは、速やかに「補助金変更交付

申請書」を提出し、知事の承認を得てください。

●補助金交付決定後に、以下の事由が発生し

たら、「事業完了日」までに「補助金変更交付申

請書」を提出し、知事の承認を得てください。

ぐんまの木で家づくり支援事業　手続きのながれ〔内装材補助〕

内装の施工

完了予定日

の３０日前

まで

●補助金交付申請書は、内装を施工完了する

予定日の３０日前までに提出してください。

内装の施工

完了後１４

日まで

内装の施工

完　　　了

●「ぐんま優良木材使用住宅証明申請書」は、

内装施工完了後１４日までに提出してください。

（内装施工完了前でも受け付けます。）

●「ぐんま優良木材使用住宅証明書」の交付に

際して、手数料がかかります。（内装材：３，００

０円）

竣　工

居住開始

●内装材補助を受けた住宅で、リフォーム以外

の方については、補助金の交付を受けた住宅が

竣工し、居住を始めたら、「補助金額の確定通

知書」に同封した「居住開始届（ハガキ）」に所定

事項を記入し、アンケートにご回答の上、投函し

てください。

●補助金交付決定を受けた住宅の内装の施工

が完了し、「ぐんま優良木材使用住宅証明書」

が交付されたら、速やかに「補助金実績報告

書」を提出してください。

受　理

補助金交付申請書
（様式第１号）の提出

補助金交付決定通知書
（様式第２号）の交付

書類の転送

補助金変更交付申請書
（様式第３号）の提出

書類の転送

補助金変更交付決定通知書
（様式第４号）の交付

補助金実績報告書
（様式第５号）の提出

書類の転送

補助金額の確定通知書（様式第６号）の交付
および補助金の振り込み

居住開始届（ハガキ）（様式第８号）の提出
（新築・購入のみ）

ぐんま優良木材使用住宅
証明申請書の提出

現地検査の実施

ぐんま優良木材使用住宅
証明書の交付


